
【コラム】更に元気に（弁護士伊藤明生）
２０１６年２月５日に脳内出血を発症，入院，６月６日に退院して以来，ジョキング，筋トレ，柔軟体操などのリハビリに励んできました。
家族の協力のおかげで，左足はまだ重いですが，日常生活は殆ど一人でこなせるようになりました。しかし，弁護士活動を展開するまでに
は至りませんでした。そこで，この４月２８日，弁護士登録を取り消しました。事務所の方々，弁護士会の方々，依頼者の皆様本当にこれ
まで有難うございました。

これからも，更に元気になって，ひたむきに困難に打ち克っていきたいです。

弁護士　伊藤明生

（事務所ニュース・2021年夏号掲載）

北風の中に（弁護士　伊藤　明生）
 

ジョギング続けています。１１月には２１日続けて毎朝走ることができました。以前は歩くような速さだったので、スマホの歩数計は大半
がウォーキングのマークになっていました。しかし、最近頑張って調子の良い時にちょっと速めに走るようにしたら、半分以上がランニン
グのマークになりました。左足が弱いので、できるだけ右足に体重をかけて走ってます。左足に重心をかけると不安定になるのです。また、
走っている時、朝ドラの影響で戦後の昔の歌を口ずさんでいます。リンゴの唄（並木路子）とか寒い朝（吉永小百合）、下町の太陽（倍賞
千恵子）とか。

♪北風吹き抜く　寒い朝も
野越え山越え　来る来る朝は
いじけていないで　手に手を取って
望みに胸を　元気に張って
ああ　北風の中に　呼ぼうよ春を

自分に言い聞かせるように口ずさんでいます。メロディーも哀愁を帯びていて、心を震わせますが、歌詞も心を奮い立たせられます。寒く
なってきて、コロナの感染者数が増えていますが、負けないように頑張りたいです。

弁護士　伊藤　明生
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（事務所ニュース・2021新年号掲載）

 

コロナ（弁護士　伊藤　明生）
このコロナ騒動の最中多くの方がそうであるように私も自宅に閉じこもっていました。テレビにかじりつき，ネットで情報を収集していま
した。バンド練習は２月中旬からメンバーの意見もあり，中止になりました。３月には，病院に行くことも控えました。

そして，４月に入ると，裁判所の仕事も無くなり，一層外出することがなくなりました。血圧の関係で通院していたお医者さんは，薬だけ
受け取りにいきました。

三密を避ければジョギングは大丈夫とのことだったので，ジョギングはできるだけ続けました。しかし，そのうち，ジョギングする時でも
マスクをしないと飛沫感染の怖れがあるといわれるようになり，マスクをして，毎日のようにはしるようになりました。６月の初めには，
１９キロを２日続けて走ったこともありました。ただ，左足に麻痺が少し残っているため歩くような速さです。わたしは今のところ大丈夫
です。このコロナ騒動この先どうなるか分かりません。みんなの健康，いのちがおびやかされないことを祈ります。

弁護士　伊藤　明生

 

（事務所ニュース・2020夏号掲載）

 

政教分離と大嘗祭（弁護士　伊藤　明生）
憲法二〇条一項前段は信教の自由を保障し，後段で同三項で｢国及びその機関は，宗教教育その他いかなる宗教活動をしてはならない｣と
定めています。また，憲法八九条は公金は宗教上の組織のために使用してはならない旨定めています。これらの規定は政教分離原則といわ
れているものです。政教分離原則とは国家の非宗教性，宗教的中立性を実現することにより，信教の自由を制度的に保障しようとする原則
です。
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さて，大嘗祭です。大嘗祭は，テレビでも放映されていましたからご覧になった方もおられるでしょう。この大嘗祭は国が行っているもの
ではありませんが，２７億円もの国の予算が使われました。大嘗祭は，戦前の日本で神権的天皇象を国民に知らしめるための儀式でした。
戦前と同じ次第で今回の大嘗祭も行われました。戦後の日本が否定した神権的・絶対的天皇制儀式を，そのまま再現することはいかがなも
のでしょうか。３０年前の「平成の代替わり」の時，大嘗祭への公金支出は政教分離原則に反するとして，訴訟が提起されました。その訴
訟で大阪高裁は，１９９５年３月９日，賠償請求は斥けたもものの「少なくとも国家神道に対する助長，促進になるような行為として，政
教分離原則に違反するのではないか疑義は一概に否定できない｣という判決を出したのです。

弁護士　伊藤明生

 

（事務所ニュース・2020年新年号掲載）

 

恋鎌倉（弁護士　伊藤　明生）
昨年頑張ったひとつとして、バンド活動があります。
2016年６月６日に退院して以来、ジョキング、筋トレ、柔軟体操などのリハビリに励んでいますが、バンド活動もできるようになりま
した。
そのバンドで、昨年はレコーディング、CDリリース、記念ライブを実現できました。CDは「恋鎌倉」。バンドメンバーが鎌倉を舞台と
した史実を参考にして作詞、作曲した鎌倉四部作です。昨年夏の事務所ニュースに載せた写真がそのバンドメンバーのものです。
バンド活動復帰の最初の頃は、簡単なコードを押さえることもできず、メンバーには迷惑をかけました。でも、メンバーの暖かい励ましに
支えられて、レコーディング、ライブに拙いギターながらも参加することができました。ライブは石川町のライブハウスで他のメンバーの
奮闘で100名以上の方々に来て戴き、大盛況のうちに終えることができました。このバンド活動でギターの練習をしていたお陰で、昨
年11月に行われた事務所の音楽祭にも、エレキギターの伴奏で参加することができました。
この調子で、来年はもっとできることを増やして行きたいです。私を支えて戴いた多くの方々に感謝です。
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近況　森田童子（弁護士　伊藤　明生）
健康の為にジョキングなどに励んでいます。ジョギングは今年の5月には25キロ程走ることができるようになりました。
周りの方々のおかげです。ありがとうございます。

走っているとはいえ、ちょっときついなと感じたらすぐ歩いています。
週に3日位走ることを目処にしていますが、20キロ近く走るのはできて週に1日です。このときは3時間ほどかかります。
申し訳ありませんが、仕事は血圧安定のためにセーブさせていただいております。

最近、若いときよく聴いていた同じ年の森田童子が亡くなられたとの哀しい報に接しました。優しい歌を歌っていた人でした。
優しい心をもって一日一日を大切に生きていきたいです。

弁護士　伊藤　明生

ねこ（弁護士　伊藤　明生）
弁護士　伊藤　明生

小さいころ，うちにねこがいました。でも，ほとんど記憶が無く，風呂敷にねこを包んで，かわいがっていたような覚えしかありません。
家族によると，あまりに私がねこに夢中になっていたらしく，ねこを飼うことは私に良くないと，捨ててしまったらしいです。可哀想なこ
とをしました。このことは，３年前に知りました。１昨年，４ヶ月間の入院後，退院して，久し振りに自宅に帰ってきた際，当時飼ってい
たねこには，随分癒やされました。そのねこは，最期まで私を癒やしてくれました。「幸せになりたければねこと暮らしなさい」という本
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があるのですが，そのとおりと，思わず頷きました。そんな猫たちのためのTNRというボランティア活動を紹介します。

ねこは１回の出産で平均５匹のねこを産むため，外で暮らすねこをそのままにしておくと，３年で２０００匹も増えてしまいます。それで
は，外で暮らすねこも，人も幸せになれません。そこで，ボランティアの人たちがTNRをしています。Trap(つかまえ
る),Neuter(不妊手術),Return(もといたところに戻す)という活動です。戻された猫には目印として耳にカットが入っ
ていてさくら猫と言われています。

今うちにいるねこたちは保護された子らで，うち1匹はさくら猫でした。今，その子たちに毎日癒されて，リハビリ頑張っています。

多くの方々，そしてねこたちに励まされています。ありがとうございます。

桜（弁護士　伊藤　明生）
弁護士　伊藤　明生

昨年６月６日に退院して以来、ジョキング、筋トレ、柔軟体操など、リハビリに励んでいます。
走っているジョギングコースの周辺には、四季折々に色々な花が咲き、励ましてくれます。
春には桜が咲きほこり、とても綺麗です。

走り始めた頃は、もちろん桜の花は咲いておらず、武骨な幹が目立つだけでした。
冬は，そんな殺風景な景色の中をひたすら走っていました。

そして、ようやく春が訪れると、桜の花たちはいっぱい、いっぱい咲いてくれました。
桜が満開の時に、その中を走っていくととても爽快な気分になれます。でも、散りはじめて、桜の花びらが舞う中を走るのも格別でした。

春も過ぎ、桜は散ってしまいましたが、桜の樹は生き続けています。
この桜をこの春に愛でることができたのも、今私が生を与えられているからだとしみじみ感じております。
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来年の春も桜の花びらが舞い散る中を走れるように、この夏を力強くかけ続けたいです。

リハビリ（弁護士　伊藤　明生）
弁護士　伊藤　明生

昨年６月６日に退院して以来，ジョキング，筋トレ，柔軟体操などのリハビリに励んでいます。

ジョギングは，近くの秋ヶ瀬緑道，桜通り公園，彩湖マラソンコースを日々の体調に合わせて走っています。このコースは自動車が通らな
いので，安心して走れます。調子の良い時は三時間位走ることもあります。

このコースの周辺には，時季折々の色々な花が咲いていて，心を癒やしてくれます。
夏の暑い時季には青や白，紫の朝顔が，暑さをやわらげてくれていました。
秋には彼岸花が。１昨年末に逝ってしまった母を偲び，手をあわせました。
そして，寒くなった冬には山茶花。最初，椿と間違ってしまいました。

山茶花全般の花言葉は，「困難に打ち克つ」「ひたむきさ」だそうです。一病息災。
入院前は，ジョキングもしませんでした。花を愛でて，写真に撮ることもしませんでした。
体重も減り，ウエストも細くなり，若い頃のズボンも履けるようになりました。一病息災。以前よりも，元気になって，ひたむきに困難に
打ち克っていきたいです。

入院してしまいました（弁護士　伊藤　明生）
弁護士　伊藤　明生

私はこれまで入院の経験がなかったのですが，ついに入院してしまいました。

この２月５日の夜８時過ぎ，帰宅後，入浴中，突然バランス感覚がおかしくなり，ちょうど，帰宅した妻が，救急車をよびました。救急隊
員の方が着いた頃には，私の左半身の感覚は無く，大宮日赤の救急病棟に搬送され，即，入院となりました。

入院直後は，上半身を起こすことさえできませんでした。担当医の話では，幸いにも出血部位が運動部位を１センチずれて，直撃していな
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かった。
出血がもう少し広がっていたら，生命がなくなっていただろう，今後のリハビリによっては，五体満足に動けるようになるだろう，とのこ
とでした。治療は，薬によるもので済みました。

その後，リハビリ入院生活が続く中，私の体調も徐々に良くなり，６月６日に退院することができました。

今は，完全復活に向けて自宅でリハビリ療養中です。多くの方々からの暖かい励ましが私の心の支えとなり，リハビリに頑張ってこれまし
た。
ありがとうございます。


